
《新規事業の紹介》

空 き 家 管 理 事 業 を 始 め ま し た空 き 家 管 理 事 業 を 始 め ま し た

空き家の管理でお困の方は…

まずはシルバー人材センターへご相談ください♪

空き家が放置され、管理不全な状態となることを防止

するため、松浦市シルバー人材センターは平成２７年

１０月２６日、松浦市と『空家等の適正な管理に関す

る協定』を締結しました。この協定は、松浦市と連携・

協力し、市内の空き家等の適正管理を進めることによ

り、良好なまちづくりの推進に寄与することを目的と

しています。

● たとえば… 空き家の見守り（年４回）１０,０００円（写真送料込み）

３ヶ月に１回程度の巡回（不法侵入・不法投棄・家屋周辺の確認）を行い、

空き家の現状写真を送付。

※ 除草・伐採・剪定・大工・左官等の作業を希望されるお客様は、別途お

見積いたします。
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